
17 令和 3年 5月号

ご
存
じ
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

年
金
事
務
所
で
の
年
金
相
談・ 

手
続
き
を
行
う
際
は
電
話
で

事
前
予
約
を
！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
申
請
を
本
庁
住
民
課
で

お
手
伝
い
し
ま
す

　
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ

る
年
金
）
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま

で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
満

額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に

よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年
間

に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に

な
る
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入

し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
満
額

に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
国
民

年
金
の
任
意
加
入
は
、
申
し
出
の
日
か
ら

と
な
り
ま
す
。）

　
な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や
保
険
料

の
免
除
期
間
等
が
原
則
と
し
て
10
年
以
上

必
要
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
た

だ
し
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
に
限
り
ま
す
。）

　
ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍
を

持
つ
方
も
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
年
金
事
務
所
、
役
場
窓
口
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
米
子
年
金
事
務
所

　
　

０
８
５
９
‐
34
‐
６
１
１
１

　
　
本
庁
住
民
課

　
　

０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
０

　
日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務
所

で
は
、
年
金
相
談
等
の
「
事
前
予
約
」
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
待
ち
時
間
短
縮
の

た
め
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
希
望
日
の
１
か
月
前
か
ら
前
日
ま
で
受

け
付
け
し
ま
す
。

◆
予
約
時
は
、
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る

も
の
（
年
金
手
帳
や
年
金
証
書
な
ど
）
を

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

予
約
先　
全
国
共
通
予
約
専
用
番
号

　
　
　
　

０
５
７
０
‐
05
‐
４
８
９
０

　
　
　
　
米
子
年
金
事
務
所

　
　
　
　

０
８
５
９
‐
34
‐
６
１
１
１

◆
持
参
す
る
も
の

・
本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許�

証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
交
付
申
請
書（
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、

新
し
い
も
の
を
発
行
し
ま
す
）

◆
場
所
と
時
間

　
本
庁
住
民
課

　
平
日　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

問　
住
民
課

　
　

０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
０

　町では可燃ごみの成分を見る、ごみ質試験を年に４回実施しています。その試験結果によると、可燃ごみ
の約55％は水分であることがわかります。生ごみの水切りをしっかりすることや、資源ごみで出す雑紙や
パンフレット等を可燃ごみで出さないようにきちんと分別することは可燃ごみの減量に大変有効なひと手間
です。
　町民１人１日当たりの可燃ごみの排出量は、近年増加傾向にあります。こうしたひと手間をしっかり行い、
可燃ごみの排出量を減らしましょう。

i

お　
知　
ら　
せ

可燃ごみの減量にご協力くださいi

問　住民課　 0859－54－5210

可燃分
42.8%水分

54.7%

可燃ごみの３成分
（重量比）

灰・不燃分
2.5%

１人１日当たりの可燃ごみの排出量
平成２８年度 ５１５．４ｇ
平成２９年度 ５２３．９ｇ
平成３０年度 ５２７．３ｇ
令和元年度 ５３７．８ｇ

＜令和２年度ごみ質試験結果＞


